資料添付により入力を省略する項目以外は削除して構いません。不足がある場合は、補正を求めることがあります。
＜市税・処分＞用



第５　審査請求の内容等
１　審査請求に係る処分の内容
　　　審査請求に係る処分の内容を記載してください。（処分の際に交付された決定通知書等をご確認ください。）
⑴　処分年月日
　　　　　　年　　　月　　　日

⑵　文書番号


⑶　処分庁
　　北九州市長

⑷　処分の内容
　　該当するいずれかひとつのものの□にチェックを入れてください。
　　（　異なる処分についても審査請求を行いたい場合は、本審査請求とは別に改めて審査請求を行ってください。）
　　　ア　賦課処分
　□賦課決定
　□更正
　□決定

イ　滞納処分
□督促
□差押　→　当該差押の対象を全て選択してください。　　　　
□不動産
□動産
□債権
□有価証券　
□その他（詳細を記載してください。）

□公売
　　
　ウ　その他（詳細を記載してください。）





　　⑸　「⑷ア　賦課処分」が選択された場合の税目と課税年度
　　　・税目（課税年度等	）
　　　
　□個人の市民税・県民税
　　　　　（　　　　　　　　　　　）年度分
　
□法人市民税　
　　（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日）までの事業年度分

□固定資産税
（　　　　　　　　　　　）年度分

□軽自動車
　（　　　　　　　　　　　）年度分
　　　　
□事業所税
　　　　　（　　年　　月　　日から　　年　　月　　日）までの事業年度分

□その他
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　




⑹　「⑷イ　滞納処分」が選択された場合の税目、課税年度
	№
	税目
	「その他」
	課税年度

	１
	
	
	

	２
	
	
	

	３
	
	
	

	４
	
	
	

	５
	
	
	

	６
	
	
	

	７
	
	
	

	８
	
	
	

	９
	
	
	

	１０
	
	
	

	１１
	
	
	

	１２
	
	
	

	１３
	
	
	

	１４
	
	
	

	１５
	
	
	

	１６
	
	
	

	１７
	
	
	

	１８
	
	
	

	１９
	
	
	

	２０
	
	
	





　２　審査請求に係る処分があったことを知った年月日
　　　　　　　年　　　月　　　日

　３　審査請求の趣旨
[bookmark: _Hlk212533988]審査請求の趣旨を選択してください。（該当するものの□にチェックを入れてください。）。
　　□　①「上記記載の処分の全部を取り消す」との裁決を求める。
□　②「上記記載の処分の一部を取り消す」との裁決を求める。
　　□　③その他
　　
　　・②、③を選択した場合は、本件審査請求において具体的に求める内容を記載してください　　








　４　審査請求の理由
　　審査請求の理由を記載してください。




















　５　処分庁による教示の有無とその内容
　　　第３の１に記載の処分の際に、以下の教示の例のような教示がありましたか（該当する方の□にチェックを入れてください。）。
　　　「あった」を選択する場合は、教示された内容を記載してください。
　　＜教示の例＞
この処分について不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月以内に、市長（処分庁）に対して審査請求をすることができます。








　　□　あった。
　＜教示の内容＞









　　□　なかった。
　



６　審査請求期間の経過の有無
審査請求は、原則、処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月を経過した時は、することができません。
期間の経過の有無と、経過している場合はその正当な理由を記載してください。

　　□　①審査請求期間を経過していない。

　　□　②審査請求期間を経過している。
　　　　＜審査請求期間を経過している場合の正当な理由について＞







　７　口頭による意見陳述希望の有無
　　　審理手続きの中で口頭による意見陳述をすることができます。希望の有無を選択してください。
なお、この意見陳述を希望しなくとも、行政文書開示決定、保有個人情報開示決定に対する審査請求においては、審査会において意見陳述の機会があります。

　　□　希望する

□　希望しない


